
0 塩田政府参考人 発達障害児の 方々に対しては 専門的な支援が 必要だという 面があ りますけれども、 

御 指摘があ ったように・ 普通の子育ての 中で、 いわゆる育てにくい 子供の子育てをどうするかという 側 

面も有しておりますので、 一般の子育て 支援の担当の 方々がこうい う 発達障害に対しての 理解を深めて 

いただけるということが 大変重要であ ろうと考えているところでございます。 

発達障害児に 対するいろいろな 支援とあ わせて、 一般の子育て 支援対策との 連携も当然ながら 必要で 

あ ろうと思っているところでございます。 これまで保健郎等に 対する手引書なども 配付しておりますけ 

れども・冒頭申し 上げましたが、 来年度予算の 中で、 新たに都道府県、 政令市の行政担当者などに 対す 

る指導者の研修であ りますとか、 保健郎、 保育士等に対する 実務研修の実施なども 考えておりまして、 

こう じぅ 発達障害に対する 理解を行政のいろいろな 局面で理解されるスタッフをふやすべく 努力した 

りと思っております。 

0 小宮山 ( 洋 ) 委員 先ほど、 専門家の育成についてはこれから 審議会をつくってやるというような、 

検討会きつくってやるというようなお 話でしたが、 今言われたように、 一般的な子育て 支援の中でやる 

ということは、 そんな支援プロバラムをつくるというほどの 専門的な知識ということではなくて、 認識 

があ り、 そのような必要なところへちゃんと 連携がとれるようにしていけばいいわけですから、 やろう 

と思えばすぐにできると 思いますので、 ぜひ、 しっかりやっていただきたいと 思います。 

次に、 一般の人たちの 認識とか啓発のことについて 伺いたいんですが、 再三申し上げているように、 

この発達障害、 これは周囲の 人たちからなかなか 理解をしてもらえない・そして、 育てていらっしやる 

方も我が子のことがなかなか 理解をできない、 それで本人と 家族は非常に 苦しんでいらっしやるという 

現状があ るのだと思います。 

その発達障害児を 育てる保護者を 孤立させないということが、 こうしたことが 原因の虐待とか、 非常 

に 不幸な場合は 無理心中などということもあ ると聞きますので、 そうしたことを 防ぐためにも 重要だと 

思います。 

そのためには、 社会全体，国民全体に 対する啓発が 急務だと思いますけれども、 現状の認識とその 啓 

発の方法、 どのようにしていくのか、 伺いたいと思います。 

0 塩田政府参考人 御 指摘があ りましたよ う に、 発達障害を持っ 子供にとりまして、 社会にその障害の 

特性を理解してもらうだけで 随分連 ぅと 思います。 社会の周りの 方々の理解があ れば普通に暮らしてい 

ける方々であ ろうと思っております。 

ところが、 発達障害について 一般の方々の 理解が必ずしも 十分じやないということで、 例えば親御さ 

んのしつけが 悪いんだとか 本人の性格が 悪いんだといった、 間違った・誤解が 広がっているということ 

であ りまして、 社会全体に正しい 知識なり理解を 広げていくことが 最も大事な出発点であ ると思って い 

るところでございます。 

こういうことにつきまして、 厚生労働省といたしましては、 一つは、 保健，医療、 福祉、 教育、 雇用 

などの専門家だけじゃなくて、 社会全体が正しい 理解をしていただくということが 大事であ りますので、 

例えば、 ポスタ一であ りますとか冊子を 作成するであ りますとか・シンポジウムを 開催するなど、 いろ 

いろな形での 啓発に努めた いと 思っております。 

また、 先ほど 来 議論になっております、 保健、 福祉、 医療関係者など 行政関係者あ るいは専門家への 
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研修も充実したいと 思っておりますし、 また、 実際身近にあ る保育所などで、 放課後クラブとか、 発達 

障害者と一般の 児童との交流を 広げていくことであ りますとか、 企業などの職場における 発達障害への 

理解の促進、 あ るいは、 NPo などでいろいろな 活動を地域でされておりますけれども、 そういう方々 

に 対する支援など、 いろいろな取り 組みをこれからやってまいりたいと 思っております。 

それから、 こうした法律ができること 自体も社会の 理解を深める 上では一つの 契機になっております 

ので、 厚生労働省といたしましても、 関係の方々と 一緒になって 、 正しい理解が 広まるように、 そして 

発達障害を持つ 方々が地域で 普通に暮らせるような 社会づくりを 目指して、 努力をしたいと 思っており 

ます。 

0 小宮山 ( 注 ) 委員 最初に申し上げたように、 この法律の目的というのは、 実質的な支援が 受けられ 

るということとあ わせて、 国民が発達障害を 理解するようになるという、 アナウンスメント 効果といい 

ましょうか、 啓発の効果があ ると思いますので、 ぜひ、 その点もよろしくお 願いします。 

そして、 発達障害への 支援は、 就学双から小学校へというように、 一生を通じて 支援をつないでいく 

ことが必要だと 思います。 現在の縦割り 行政、 福祉では、 保育園、 小学校、 養護学校、 就労と環境が 変 

わるた ぴ に、 ゼロから支援体制づくりを 保護者みずからがやらなければならない 現状があ ります。 

垣根を越えた 支援体制をどのようにつくるのか、 また、 だれが担い手となってコーディネーター とし 

てつないでいく 役割を果たすのか、 これを厚生労働省、 文部科学舎に 伺いたいと思います。 

0 塩田政府参考人 発達障害者の 方々への支援ということでは、 幼児期、 学齢期、 青壮年期といった 一 

太一人のライフステージに 応じて一貫した 支援が重要だと 思いますし、 また、 保健、 医療、 福祉だけじ 

ゃなくて、 教育、 就労とか関係の 分野の方々が 協力して、 これも一貫して 支援をするという 考え方が大 

事だろうと思っております。 

来年度の概算要求で 発達障害者支援体制整備事業というのを 要求しておりまして、 これは都道府県レ 

ベルあ るいは障害福祉圏域、 地域レベルで 福祉関係者、 教育関係者が 一緒になって 支援チームをつくっ 

て 発達障害者の 応援をしていこう、 そういう取り 組みでございます。 

中央レベルでも、 文科 省 とはこの法案をつくる 過程で一緒にいろいろな 勉強をしてまいりましたし、 

今後も支援については 文科 省 と厚生省で協力していきたいと 思っておりますし、 現場のレベルでも、 福 

祉 サイド、 教育サイドが 垣根を払って、 発達障害者への 支援ができるように 努力をしてまいりたいと 考 

えております。 

0 山中政府参考人 先生 御 指摘のように、 発達障害のあ る子供一人一人のニーズに 応じまして、 また、 

幼稚園から小学校、 中学校、 高校、 そういった発達段階に 応じまして、 それぞれの子供に 合った支援を、 

また各段階連携しながら 進めていくということは、 非常に重要なことだというふうに 考えております。 

文部科学舎におきましても ，平成十五年度から 実施しております 特別支援教育推進体制モデル 事業と 

いうものを行っておりますけれども、 この中でも、 学校あ るいは関係機関や 保護者と連携いたしまして、 

乳幼児期から 学校卒業までというものを 通しました個別の 教育支援計画というものを 策定できないか 

ということで、 そのモデル的な 事業を行っているところでございます。 

また、 この個別の教育支援計画の 中では、 発達障害のあ る幼児、 児童、 生徒、 子供の担任と、 それか 

ら、 それぞれ小中学校におきましては 校内委員会というものを 設けますが、 そこで特別支援教育コーデ 
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ィ ネーターというものを 設けまして、 こういう方が 中心になって 保護者との連携あ るいは関係機関との 

連携、 十分意見を聞きながらその 計画を立てるという 形にしているところでございます。 

今後とも、 厚生労働省との 連携を密にいたしまして、 発達障害者の 方のそれぞれの 障害に合った 形で、 

総合的で一貫した 教育ができますよ う に、 充実に努めてまいりたいと 考えております。 

0 小宮山 ( 注 ) 委員 もう時間になりましたので 終わりますが、 厚生労働省、 文部科学舎、 協力をして 

やっていく、 言葉だけではなくて・いろいろな 場面でそういう 言葉、 きれいな言葉はたくさん 伺います。 

けれども、 実質的には、 実際からすると 垣根が依然としてあ るんです。 でも・受ける 側は一人、 同じ人 

なわけですから、 言葉だけではなくて 実効性のあ る連携した取り 組みを、 そして学校だけではなくて 就 

労まで続くような、 その方がト一タル 一生続いて支援が 受けられるような 仕組みづくりをぜひお 願いし 

たいと思います。 

また、 警察官への研修とか、 地域の中で普通に 暮らしていけるような 研修体制など、 せっかくつくる 

法案が十分な 働きをするように 最大限の努力をお 願いいたしまして・ 私の質問を終わります。 

0 松下委員長 次に・石毛えい 子君。 

0 石毛委員 民主党の石毛えい 子でございます。 

本法案に関しまして、 私は、 障害を持っ子供さんあ るいは成人に 対する施策は、 福祉や教育、 労働そ 

の他さまざまな 施策、 制度が機能しておりますので、 今回の質問は、 本法案がそれらの 施策を念頭に 置 

いて、 それぞれどのような 関係にあ って動いていることになるのか、 そこに関心を 寄せて、 きょうは、 

この法案が成立いたしましたら 実施に当たる 省庁のうち、 厚生労働省、 文部科学舎に 質問をしたいと 思 

います。 

そこで、 早速厚生労働省への 質問でございますが、 法案の第二条「定義」は、 「発達障害」の 定義と 

して、 「自閉症，アスペルガー 症候群その他の 広汎性発達障害、 学習障害、 注意欠陥多動性障害その 他 

これに類する 脳機能の障害であ ってその症状が 通常低年齢において 発現するものとして 政令で定める 

もの」としております。 

この定義に関しまして、 私は気になる 点がございますので、 それに触れて 質問をしたいと 思います。 

まず、 発達障害という 概括的な障害概念は 、 私はまだ未確立なのではないかというふうに 受けとめて 

いるものでございます。 アメリカでは、 発達障害のうちに、 知的障害、 脳性病痒も含まれております。 

また、 私個人ではあ りますが、 発達というスケールで、 自閉の子供さんが 呈する状態ですとかあ るいは 

多動性の子供さんが 呈する状態・そうしたそれぞれの 子供さんが呈する 状態を概括的に 発達障害として 

概念化していいのかどうかということも、 私とすれば違和感を 覚えますということを 率直に表明してお 

きたいと思います。 

しかし、 私は、 そのような状態を 呈する子供さんが 二次障害を受け、 あ るいは保護者の 方も大変な 厳 

しい状況に置かれている、 そういう実情をお 伺いし、 また、 私の知人・友人でもいらっしやるというこ 

とを想起すれば、 そうしたことを 思えば、 支援を必要とされているというその 実情は、 私たち政治に 携 

わる者あ るいは社会がきちっと 受けとめなければいけないと 思いますし、 そうしたことを 考えますと、 

私は、 この法案の名称をむしろ、 自閉症、 アスペルガー 症候群その他というふうに 具体的に法定化され 

ている、 そのことに特定障害者というような 概括的な規定を 置いて支援法としていただいた 方がよかっ 
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たのではないかというふうに 考えるものでございます。 

「その他これに 類する脳機能の 障害であ ってその症状が 通常低年齢において 発現するものとして 政令 

で定める」ということになりますと、 これから先、 政令は内閣の 手に移ってまいりますし、 その具体的 

な 作業は各省庁が 進めていくことになりますので、 私ども立法府にかかわる 者がそのことに 対してきち 

っと意見表明をする 機会がどのようになるのか、 そうしたことにも 不安を覚えるというところでもござ 

います。 

そこで、 この政令で定めるということ、 恐らく、 検討 余 ですとか場合によっては 審議会とか、 さまざ 

まな最終的にここに 法定化している 具体的な障害以外の 障害を定めていく 場合に手順を 踏むのだと 思 

いますが、 その手順についてどのような 透明性、 公開性が図られるのかというようなことも 受けとめて 

いただき つ っ、 御 答弁をお願いしたいと 思います。 

0 塩田政府参考人 まずは、 発達障害という 概念のとらえ 方ですけれども、 一番広い意味で 発達障害を 

とらえるとすれば・ 例えばアメリカに 発達障害支援権 利章典 法 というのがございますが、 この法律は 、 

議員の御指摘のように、 身体障害、 精神障害も含めた、 障害の別を問わない 重度の障害者に 対する支援 

法という形をとっているところでございます。 

後ほど議論があ ろうと思いますが、 我が国の法制は、 個別分野の法律をつくって 対応してきたという 

経緯があ りまして、 最終的には、 アメリカの法制度のように、 全体を包括するようなサービス 法を目指 

すべきだろうと 思っておりますけれども、 今回の発達障害者支援法の 考え方というのは、 現時点で緊急 

性を要する制度の 谷間にあ る方々をいかに 支援していくかという 観点からまとめていただいたものと 

理解をしているところでございます。 

ということで、 その対象範囲にっきましては、 法律上は 、 必ずしも知的障害を 伴わないけれども 他人 

との人間関係を 築くことが困難であ るなどの特徴を 持っている脳機能障害で 早期に発現するものとい 

うことで、 自閉症であ りますとか ア スペルガー症候群、 学習障害、 注意欠陥多動性障害などが 例として 

挙がっておりまして、 さらに政令で 対象範囲を決めるという 法体系になっているところでございます。 

政令の要件は 、 一つは自閉症などとの 類似性があ るということ、 それから脳機能の 障害であ るという 

こと、 それから通常早期に 発現する、 こういった法律上の 要件だろうと 思いますけれども、 どういう方々 

を 対象にするかについては、 これからの障害者福祉法制をどうしていくかということも 念頭に置きつつ、 

今回の発達障害者支援法案の 趣旨も踏まえまして、 今後、 専門家を初め 関係の方々、 広く多くの方々の 

意見を聞きまして、 今回これから 行われる国会での 御 審議も参考にいたしまして、 対象範囲については、 

丁寧な手続を 追って公明なもとで 政府として政令を 定めていきたいと 考えているところでございます。 

0 石毛委員 もう一度確認させていただきたいのですけれども、 今回の議論も 踏まえてというように 御 

答弁くださいましたけれども、 政令で確定していくまでのプロセスというのは、 例えば， 今 こういう状 

態を判断してこういう 障害の方々を 新しく政令によって 発達障害に加えていきたいというようなこと 

は 、 内閣で確定される 前に 、 例えば公にされて、 私どもがそのことについて 意見を言っていくというよ 

うな、 そうした公開性、 透明性というようなことは 担保していただけますでしょうか。 

0 塩田政府参考人 いろいろな機会を 通じて、 御意見を伺う 場は設定したいと 思っております。 それか 

ら、 政府でいろいろな 政令などを定める 際にはパブリックコメントという 制度もございますので・この 
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政令についてもパブリックコメントをして、 いろいろな方々の 御意見を聞いた 上で政令を定めていきた 

いと考えております。 

0 石毛委員 わかりました。 

次の質問でございますけれども、 先ほど塩田部長が 多少触れられていたと 思いますけれども、 次期通 

京国会で、 知的障害・身体障害、 精神障害の三障害に 共通する福祉サービスを 総合する、 仮称ではござ 

いますが、 障害者福祉サービス 法案を提出されると 伺っております。 

その法案の構成あ るいは審議、 成立に至った 運びを想定しますときに、 この法案との 関係はどのよう 

になるのでしょうか。 お聞かせください。 

0 塩田政府参考人 我が国の障害者に 対する福祉に 関する法制度は、 障害の種別ごとに 法律がつくられ 

て 発展してまいりました。 現在は、 知的障害者については 知的障害者福祉法、 身体障害者については 身 

体障害者福祉法、 精神障害者については 精神保健福祉法という 三つの法律があ りまして、 それぞれの 経 

緯の中で・サービスの 内容とかいろいろな 体系もまちまちという 現状にございます。 

しかしながら、 こうした障害を 持っ方々が地域で 暮らすという 意味では、 サービスについていろいろ 

な 共通性があ りますし、 障害の種別を 超えて、 地域で生活するための 支援が必要という 観点から、 次の 

通常国会に、 身体障害者福祉法、 知的障害者福祉法、 精神障害者福祉法の 福祉サービスの 共通部分につ 

いて一つの法律にまとめることによって、 障害者の方々によりよいサービスが 提供できるような 制度の 

仕組みにしたいということで、 現在検討を進めているところでございます。 

今回の法案で 対象となる発達障害の 方々ですけれども、 知的障害を伴う 場合には知的障害者福祉法の 

対象のサービスを 受けられる、 あ るいは、 精神保健福祉法の 精神保健手帳 を申請された 方はそのサービ 

スを受けられるという 制度になっております。 そういう個別の 法律の対象にならない 方は・今度の 法案 

ができることによっていろいろなサービスとか 取り組みに着手することができますけれども、 現段階で 

は、 三つの法律の 適用にならない 方についてのサービスは 制度化されていないという 課題があ ります。 

これについては、 この法律の施行の 状況を見ながら、 将来の課題として、 ほかの三障害と 同じような サ 

一 ビスの対象になることが 必要だろうと 考えているところであ ります。 

最終的には、 先ほどの 御 質問にお答えしましたよ う に、 障害の別を問わず、 発達障害も含めて 一つの 

法律のもとで 共通の福祉サ ーピス ができるような 法制度を目指すべきと 考えておりますが、 今度の法案 

は 、 それに向けての 一つのステップとして 位置づけられるのではないかときえているところでございま 

す。 

0 石毛委員 私の質問の趣旨からいいまして、 塩田部長が今福祉サービス 法の範 憶 で御答弁をくださっ 

たのは、 そのとおりだというふうに 受けとめます。 

ただ、 発達障害者支援法は、 構成が多少変わっておりましてといいますか、 むしろ総合的であ りまし 

て、 教育が入っておりましたり、 就労が入っておりましたり、 その他諸機関との 連携が入っておりまし 

たりしまして、 その構成から 見れば、 障害者基本法とダイレクトに 対応する、 障害者基本法の 特別法と 

いうような受けとめ 方もできるのではないかというふ う に思っております。 

ただいますぐに 私がどちらがどちらというふうに 申し上げる っ もりはございませんけれども、 塩田部 

長が 御 答弁くださいました、 やがて、 総合的な障害者福祉サービス 法に発達障害と 呼ばれている 方々が 
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制度としてお 入りになるとしても、 もう一つ、 さらに大枠の 総合社会支援法、 仮称でございますけれど 

も、 私の表現でございますけれども、 そうしたところも 視野に置く必要があ るのかなというような 思い 

はして伺っておりました。 

次 でございますけれども・ 申し上げるまでもなく、 先ほど来の質疑の 中にも登場してきておりますよ 

う に、 日本の制度としての 障害者サービスというのは 手帳 制度をべ ー スにしております。 これが現状で 

はいろいろと そ ごを来してきているという 実態があ ると思いますし、 国際的にも障害の 定義は、 御存じ 

のように・ wHo では変更している、 その変更の内容は、 一言で言えば、 医療モデルから 社会モデル ヘ 

変化をするというような 動向となっております。 厚生労働省は、 この動向についてどのように 認識をし 

ているのでしょうか。 

そしてまた、 障害者基本法では・ 障害の種類、 定義として難病は 入っておりませんけれども、 例えば、 

第 _ 十三条では、 難病等に起因する 障害のあ る人に関して 施策の推進を 規定しております。 また、 附則 

にも難病に関する 取り組みは規定をされているところでございます。 

そうした難病の 方々の状態を 思い起こしっ っ 、 病気や医療モデルに 基づく障害の 種類や程度に 対応し 

て 施策を実施するのではなくて、 日常生活や社会生活で 生じる障害にどのような 支援が実施されるべき 

かという視点、 こうしたところから 障害者施策、 制度が再構築されるべき 時期に至っているものと 私は 

考えるものでございますけれども、 いかがでしょうか。 

0 塩田政府参考人 国際的に見て、 障害の定義が 医療モデルから 社会モデルを 目指しているということ 

はおっしやるとおりであ りまして・我が 国の障害福祉施策もそうした 方向を目指すべきであ ろうと考え 

ているところでございます。 

ただ、 いろいろな法律ができて、 手帳 制度ができて、 それぞれいろいろなところで 深く定着をしてお 

りますので、 直ちに医療モデルから 社会モデルというわけにはいきません。 技術的な検討とか、 あ るい 

は関係者のコンセンサスとか、 いろいろな準備が 必要だろうと 思っております。 

また、 難病の方々が 障害者基本法の 身体障害、 知的障害、 精神障害という 状態になれば 障害者福祉法 

の対象になっておりますし、 難病の方々に 対する福祉サイドから、 今現在は難病対策としての 福祉施策 

が講じられておりますけれども、 一般の福祉対策の 中で難病の方々をどう 扱うかということが 政策課題 

になっていることも 十分認識をしているところでございます。 

いずれにいたしましても、 障害者の定義をどうするかということは、 我が国の障害者制度全般の 根 っ 

こ にかかわる大変重要なテーマであ りますし、 法律の総合化という 議論もあ りましたけれども、 そうい 

う際に検討すべき 大変大事な課題の 一 つ であ ると認識をしているところでございます。 

0 石毛委員 私は、 大変心配をしております。 繰り返しになる 部分もあ りますけれども、 障害者基本法 

は 、 障害の種類を 知的障害、 身体障害、 精神障害、 三障害に規定をしておりまして、 そして、 今度、 発 

達 障害者支援法が 成立いたしますと、 そこに規定された 皆さんが制度、 施策に該当されることになって 

まいります。 

そうしますと、 難病の皆さん、 難病と言われましても、 難病の方でも 状態に応じましては 障害の認定 

を 受けて手帳 をお持ちの方もいらっしゃいますから、 難病者イコール 福祉制度の対象覚というこの 規定 

は行き過ぎだと 思いますけれども、 でも、 多くの難病をお 持ちの方が、 手帳 の取得を望んでおられたり、 

制度として福祉施策の 活用を望んでおられます。 その方々が、 ちょうど今度はその 方々のみが法律の 間 
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に 落ちてしまう、 落ち込んでしまう。 

ですから、 ぜひとも、 次の障害者福祉サービス 法案の検討の 際もこのことに 関して留意をしていただ 

きたいと思いますし、 難病の皆さんが 期待をされていないんでしたら 何も特別に申し 上げることはござ 

いませんけれども、 大変 今御 懸念になっていらっしやることでもあ りますので、 十分にその要請あ るい 

は 御 活動の様子を 受けとめていただきたいというふうにつけ 加えたいと思います。 

次 でございますけれども、 法案第五条一項は 乳幼児健診を 規定しておりますけれども、 それに除しま 

して、 「発達障害の 早期発見に十分留意」というような 規定になっております。 この法案が成立されま 

すと、 乳幼児健診はどのように 変わるのでしょうか。 

ヒアリンバのときに 伺いましたところ、 今年度から、 厚生科学研究で 新しい健診内容が 検討されてい 

るということですけれども、 どこの地域でどのような 内容をモデルに 行われているのでしょうか。 許 し 

くは時間もあ りますから結構ですけれども、 端的にお示しください。 

また、 その研究結果は 広く公表されていくのでしょうか。 最終的に研修内容の 変更が確定されるまで、 

どのような手順で 進められていくのでしょうか。 そのことをお 尋ねいたします。 

0 仁藤政府参考人母子保健法における 健康診査でございますが、 これは現在でも、 既に一歳六カ 月健 

診、 それから三歳児健診の 中で、 発達障害に関係するものとしては、 精神発達の状況であ りますとか言 

語障害の有無であ りますとか、 その他育児上の 間 題は ついても検査ということで 実施をしておりますの 

で、 基本的にはこのやり 方で今後ともやってまいりたいと 思いますし、 むしろ、 私ども考えております 

のは、 こういった健診を 通じて、 医師や保健郎、 それに従事する 者がこういった 発達障害というものに 

早期に気づいて、 それを地域でいかに 支援をしていくか、 そ う いった専門職の 知見を高めるということ 

が 当面の課題ではないかというふうに 考えております。 

今御 指摘のあ りましたような 研究事業についても、 今後どういう 形でこれを実施していくかというこ 

とで ・一つは、 乳幼児健診における 高機能広汎性発達障害の 早期評価及び 地域支援のマニュアル 開発に 

関する研究ということで、 これは福岡と 東京をモデル 地区とした研究を 行っておりますし、 それからも 

う一つは、 軽度の発達障害児の 発見と対応システム 及びそのマニュアル 開発に関する 研究ということで、 

これは鳥取、 山口・福岡、 こういった地域における 取り組みを一つのモデルとして、 健診それからその 

後の事後相談のシステム 開発、 こういったことに 着目して研究を 行っておるところであ りますので、 こ 

ういうことが 具体的な研究成果としてまとまってきた 段階で、 私ども、 これが使えるものであ れは、 こ 

れきまた各市町村における 健康診査あ るいはその フ オローアップ 体制、 そういったものに 活用していき 

たいというふうに 思っております。 

0 石毛委員 再度 お 教えいただきたいと 思いますけれども、 広汎性発達障害の 子供さんに関しては 福岡、 

東京、 それから軽度の 発達障害の子供さんに 関しては鳥取、 山口、 福岡というふ う にお聞きをいたしま 

したけれども、 其体的に基礎自治体 名 をお教え い ただけますか。 

0 佐藤政府参き 人 この県の中の 具体的な市町村名というお 尋ねだと思いますが、 ちょっと 今 ・直ちに 

わかりかねる 状況でございます。 
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0 石毛委員 担当の方がお 見えになっていらっしやると 思いますが、 おわかりにならないですか。 

0 仁藤政府参考人 幾つかの研究者に 委託をして行っておりまして、 高機能広汎性発達障害の 方は九州 

大学の先生に 主任研究者となっていただいておりますし、 それから軽度発達障害の 方は鳥取大学の 先生 

にお願いましておりまして、 その県内における 取り組みをモデルとしてやっておりますが、 ちょっと今、 

具体的にどの 地域で、 どこの市町村でということまでは、 大変申しわけあ りませんが・ 現に私、 把握し 

ておりませんというか、 今手元に資料がございませんので、 後ほど調べて 御報告させていただきたいと 

思 います。 

0 石毛委員 それでは、 後ほど連絡をしてくださいますよ う に要請いたします。 

も う 一点、 質問の中で申し 上げたと思いますけれども、 厚生労働省で 確定する健診の 内容というのは 

そんなに細かい 内容のものではないように 伺っております。 ヒアリンバの 際も、 フォーマットはこうい 

う 一枚をいただきました。 

実際には、 健診の中身というのは 乳幼児健診を 実施する市町村が 最終的には作成をしているんだとい 

うふ う に理解をしております。 しかしながら、 このフォーマット・これは 非常にシンプルなものだとい 

ぅふう に思いますけれども、 これでは、 例えば高機能自閉症の 方ですとか、 それから、 例えば注意欠陥 

多動性障害と 言われるお子さんについてはなかなかわかりかねるような、 そういうものではないかとい 

うふ う に思います。 

ですから、 これのもう一つブレークダウンしたものといいますか、 あ るいは、 これを づ くり変えたも 

のとして、 新しい厚生労働省としての 指針といいますか、 マニュアルのようなものが 出されていくんだ 

と思いますけれども、 その最終確定、 市町村にそういうものをお 知らせしていく、 そのものができるま 

での厚生労働省としての 進め方、 プロセスというものを 御 答弁いただきたいと 思います。 と申しますの 

は、 やはり、 公開性、 透明性というのは 非常に大事な 要素だと思いますので、 お伺いいたします。 

0 仁藤政府参考人 今、 これは研究段階であ りますから、 この具体的な 健診項目を今後変える 必要があ 

るかどうかも 含めて、 その研究成果を 見ながら判断をしていきたいと 思いますが、 当面は 、 いろいろな 

障害に対応するような 今の健診項目の 中でも実施をしておりますので、 その中でどういうふ 、 うにこうい 

った 問題に取り組んでいけるか、 医師や保健郎のいろいろな 専門能力を高めるような、 それから地域の 

支援体制をどうするか・そういったところに 注力さしていきたいというふうに 考えております。 

0 石毛委員 もう一回確認ですけれども、 新しく評価項目をつくり、 評価リストに 基づいて早期健診を 

行 う というようなことではなくて、 医師、 保健郎等、 専門職種のいわば 診断力といいましょうか、 そう 

いう力量を高めるためのマニュアルといいますか、 手引書といいますか・そういうものをつくるのであ 

って、 健診項目の中身そのものは 変わるわけではないというふ う に 御 答弁じただいたというふうに 受け 

とめていいですか、 ここはすごく 重要なところだと 思、 う んですけれども。 

0 伍藤 政府参考人 研究を始めたばかりのところであ りますから、 この検査項目が 不足なのか、 これが 

不十分なのか、 あ るいは・ど う いった観点からこの 発達障害というものに 取り組んでいくべきなのか、 

そのあ たりも全く未知数であ りますから、 今の時点では、 直ちに、 この健診の項目とかそういうやり 方 
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を 変えるということまでは 考えておりませんが、 先ほど言いましたよ う に、 この研究成果とかそういう 

ものによっては、 可能性は、 これからそういうものを 将来的に見直していくということはあ り得るとい 

ぅ ふうに考えておるところでございます。 

0 石毛委員 ここのところは 非常に重要なところだと 思います。 この法案を私の 知り合いの方などと 議 

論 ましておりましたときに、 これは厚生労働省ではござ い ませんけれども、 文部科学舎 が 、 特別支援教 

育に関しまして、 通常学級におられる 自閉症や、 ここで法規定されているお 子さんなどを 担任の先生を 

通じて把握をしていただいたところ、 大体六 % ぐらいではないかというふうに 調査結果が出ましたとい 

うふうに報告をされておりまして、 その六 % という数字といいましょうか、 あ るいはそうした 方々がい 

らっしやるということが 今中心になって 、 べ ー スになって法案も 動いているわけでございます。 

その六 % の方が自閉症なのか、 アスペルガー 症候群なのかということの 確定というのはまだできてい 

ないわけですよね。 できていないからこそ、 乳幼児健診でも、 今、 九州大学の先生や 鳥取大学の先生が 

研究されていらっしゃるんだと 思います。 

私があ る先生から伺いましたところ、 六 % を確定していくためには・ 健診を受けた 子供さんの 二 0% 

ぐらいをスクリーニンバしていかなければ 六 % というところにはいかないという、 だから法文も、 発見 

したら発達障害者支援センターへの 相談とか、 そういうような 規定のしぶりもあ るわけでございますし・ 

現在でも、 乳幼児健診では 児童相談所へ 健診というような 二段構えの健診になっている、 そういう仕組 

みでもございます。 

その仕組みが、 さらに、 こうした子供さんたちを 明らかにしていくために 健診を行うということにな 

りますと、 かなりの程度の 子供さんが、 まず第一次スクリーニンバで 発達障害があ るのではないかとい 

ぅふう に思われかれない、 思われるかもしれない。 それが・あ る小児精神科医の 先生は、 二 0% ぐらい 

の子供のスクリーニンバから 始まるのではないかというふ う に言われておられます、 いろいろと見解は 

あ るんだと思いますけれども。 

そうしますと、 二割内外の子供さん、 二割内外の保護者の 方たちが、 もしかしたら、 その年齢の子供 

さんに比べれば 動きが激しかったりとか、 いろいろな状態の 中で違うというふうに 判断されたことと・ 

それから診断 名 をつけるということは、 イコールではないかもしれないけれども、 大変多くの子供さん 

たちがまずグレーゾーンに 位置づけられる 可能性があ るのではないか。 だから、 まだ、 こうしたいわゆ 

る発達障害という 方々について、 診断方法や治療方法や 指導方法が共通コンセンサスを 得るまでにはな 

っていないのではないかというような 強力な御意見もございます。 もちろん、 あ るという御意見の 専門 

家の方もいらっしやるでしょう。 ですから、 非常に多義的であ るということを 十分にきちっと 認識して 

いただきたい。 

であ るからこそ、 私は、 文部科学舎さんにもこの 点は後で確認させていただきたいと 思いますけれど 

も、 乳幼児健診の 健診項目の確定や、 それから携わる 関連職種や専門家の 皆様がどのように 判断される 

のかということをきちっと 確定していくプロセスを 透明にして、 そして議論をきちっと 尽くせるように 

して、 そうした手だてを 踏んでいかないと、 やはり大変な 反省点を残すことになりかれない。 杷垂 であ 

ればそれにこしたことはないと 思いますけれども、 そんなふ う に思っております。 

ぜひ，仁藤局長の 御答弁、 まだ未知数だというふうにおっしゃいましたけれども、 未知数を既知のも 

のにしていくときのその 政策担当としての 手順の踏み方ということには 十分 抑 留意いただきたいとい 

ぅ ふうに思います。 何しろ、 法律が成立すれば、 後は動かしていくのは 省庁でいらっしゃるわけですか 
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ら 、 そこのところは 十分に申し上げておきたいと 思います。 

とりわけ、 早期の発見・ 早期の発達診断に 関しましては、 往々にして、 自治体の姿勢によりましては、 

早期に、 地域からとか、 地域からというのはオーバ 一な表現かもしれませんばれども、 近所やあ るいは 

保育園、 幼稚園の子供たちの 仲間から離れて 違うところで 分離になるというような 問題もございますの 

で、 ぜひとも 今 申し上げましたことはきちっと 受けとめていただきたいと 要請いたします。 

次 でございます。 

第五条四項に、 「児童及び保護者の 意思を尊重」というふ う に記載されてあ ります。 

まず、 仁藤局長にお 伺いします。 

乳幼児健診を 受けるか受けないかということは、 まず第一義的に 児童及び保護者の 意思が尊重される、 

優先されるというふうに 理解をしてよろしいでしょうかということの 確認をさせてください。 

0 佐藤政府参考人 受けるか受けないかを 含めて、 この意思の尊重の 中に入っておるものというふうに 

思っておりますが、 一般論としては、 この発達障害にかかわらず、 私どもは、 子供のいろいろな 健康管 

理 といいますか 健康増進、 そういった子供の 健全な育成という 観点から、 できるだけ乳幼児健診の 受診 

率は高めていくようにということを 従来から行政施策としては 目標にしてきておるところでございま 

す 。 

0 石毛委員 余り時間をとるわけにはいかないのですけれども、 従来からそうしているから、 これから 

もそうしているというふうにおつし ゃ りたかつたのかどうかと 思いますが、 現在、 最も障害者施策の 中 

で重視されていることは、 これは社会的コンセンサスになってきていることですけれども ，自己決定の 

尊重というところでございます。 

あ えて申し上げれば、 健全な成長という「健全な」というのも、 育てる親御さんや 御本人から見ても 

幅はあ ることなのではないでしょうか。 ぜひとも、 その自己決定の 尊重、 「児童及び保護者の 意思を尊 

重」、 これはせっかく 法案の第五条四項に 規定されていることでございますので、 十分にきちっと 受け 

とめていただきたいと 要請をいたします。 

同じ中身に関してでございますけれども、 第五条三項は、 医学的、 心理学的判定とか、 発達障害者 支 

援 センターへの 紹介・助言などを 定めています。 この点についても、 児童、 保護者の意思が 第一義的に 

尊重されると 理解をしてよろしいでしょうか。 そのことを確認させてください。 

0 塩田政府参考人 障害福祉の理念として、 本人の自己決定とかあ るいは自己選択ということが 大変人 

事なキーワードになっているところであ りまして、 昨年四月からスタートした 支援 費 もそういう考え 方 

に 立ってスタートしたものと 理解しております。 

この五条の第四項の 規定、 「児童及び保護者の 意思を尊重する」という 規定は、 そういう趣旨を 書い 

たものと理解をしているところでございます。 行政などによって 強制的に心理判定とか 発達障害者支援 

センターへの 紹介とか、 そういったことがあ ってはいけないことであ りまして、 保護者あ るいは御本人 

に 判定の意味とかを 十分説明し，理解をしていただいた 上で行うべき、 そういう趣旨の 規定であ ると 理 

解 ましております。 

0 石毛委員 金子雇用対策部長にお 尋ねいたします。 

・ 17 ， 




